
７ 吉岡町役場 ☎ 54—3111（代表）

今月の納税今月の納税

納期限　9月30日㊊

コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

町県民税普通徴収
国民健康保険税
介護保険料　　 　　　 

…3期

後期高齢者医療保険料

無料税務相談

9月18日㊌

13:30～16:00

役場 第１会議室（２階）

期 日

時 間

場 所

問い合わせ先

財務課 税務室 ☎26-2237（直通）
  

10
月
か
ら
保
険
証
が

　
　
　    

新
し
く
な
り
ま
す

  

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

　
　
　
　 

ご
活
用
く
だ
さ
い

  

第
三
者
行
為
に
よ
る
交
通
事
故  

  

な
ど
に
遭
っ
た
ら
ま
ず
連
絡
を
！

　

10
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
新

し
い
保
険
証
（
緑
色
）
は
、
９
月
中

旬
ご
ろ
各
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し

ま
す
。
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
氏
名

な
ど
に
誤
り
が
な
い
か
、
人
数
分

の
保
険
証
が
あ
る
か
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

現
在
の
保
険
証
（
紫
色
）
は
、
10

月
１
日
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

保
険
室
窓
口
へ
返
却
す
る
か
、
ご

自
分
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
保
加
入
者
が
交
通
事
故
な
ど

第
三
者
（
自
分
以
外
の
人
）
に
よ
る

行
為
で
負
傷
し
た
り
病
気
に
な
っ

た
り
し
た
場
合
、
保
険
証
を
使
っ

て
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
治
療
費
は
、
本

来
加
害
者
が
過
失
に
応
じ
て
負
担

す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
国

保
が
一
時
的
に
立
て
替
え
払
い

し
、
後
日
、
加
害
者
に
そ
の
治
療
費

を
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
関
す
る
お
知
ら
せ

ご
相
談
は
役
場
保
険
室
（
☎
26
・
２
２
４
９
）
へ

まちの鳥

国
保
税
は
期
限
内
に
納
付
を

　

国
保
税
を
滞
納
す
る
と
、
通
常

の
有
効
期
限
（
１
年
間
）
よ
り
有
効

期
間
が
短
い
短
期
被
保
険
者
証
や

資
格
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
資
格
証
明
書
が
交
付

さ
れ
た
場
合
、
医
療
費
は
い
っ
た

ん
全
額
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。　
　

　

こ
の
よ
う
に
、
国
保
税
の
納
付

は
保
険
証
の
発
行
に
も
関
わ
り
ま

す
。
納
期
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

第
三
者
行
為
に
該
当
す
る
事
例

●
交
通
事
故

※
バ
イ
ク
や
自
転
車
に
よ
る
も
の

も
含
む

●
他
人
の
ペ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
け
が

●
不
当
な
暴
力
や
傷
害
行
為
に
よ

る
け
が

●
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
な
ど

の
接
触
事
故

●
他
者
所
有
の
建
物
で
の
設
備
の

欠
陥
な
ど
に
よ
る
事
故

●
購
入
食
品
や
飲
食
店
な
ど
で
の

食
中
毒

第
三
者
行
為
に
よ
る
事
故
に

遭

っ

て

し

ま

っ

た

ら

●
役
場
保
険
室
へ
速
や
か
に
連
絡

し
ま
し
ょ
う
。

●
小
さ
な
事
故
で
も
警
察
に
連
絡

し
ま
し
ょ
う
。

●
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
な
ど
、

相
手
（
加
害
者
）
の
身
元
を
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

●
交
通
事
故
で
は
、
相
手
（
加
害

者
）
の
運
転
免
許
証
・
車
検
証
・
自

動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
証
明

書
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
ど
ん
な
に
軽
い
け
が
で
も
、
医

師
の
診
察
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

●
医
師
の
診
察
を
受
け
る
際
は
、

第
三
者
に
よ
る
け
が
な
ど
で
あ
る

こ
と
を
正
し
く
伝
え
ま
し
ょ
う
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
？

　

先
発
医
薬
品
の
特
許
が
切
れ
た

後
に
、
厚
生
労
働
省
の
認
可
を
得

て
製
造
販
売
さ
れ
る
、
新
薬
と
同

じ
有
効
成
分
を
含
む
医
薬
品
で

す
。
価
格
は
概
ね
新
薬
の
７
割
以

下
で
す
。

薬
代
の
差
額
を
通
知
し
ま
す

　

服
用
中
の
薬
に
替
わ
る
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
人
へ
、
切

り
替
え
た
場
合
の
自
己
負
担
額
の

差
額
が
分
か
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
差
額
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

切
り
替
え
の
検
討
に
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の

切

り

替

え

方

法

①
受
診
し
て
い
る
医
療
機
関
で

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
え
た
い
。
」
と
伝
え
る
。

②
新
し
い
保
険
証
と
一
緒
に
届
く

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
シ
ー

ル
を
医
療
機
関
窓
口
で
提
示
す
る
。

※
新
薬
し
か
な
い
場
合
や
、
飲
み

合
わ
せ
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
医
療
機
関
で
十
分
相
談
し
た

上
で
切
り
替
え
て
く
だ
さ
い
。

第三者行為による届出

①役場保険室へ連絡・届出①役場保険室へ連絡・届出

②保険証で受診

診察・治療など

治療費の支払い

⑤治療費の請求

被害者
（被保険者）

加害者
（保険会社）

医療機関など

国保（吉岡町）

④
医
療
費
の
立
替
払
い

③
医
療
費
の
請
求

保
険
金
な
ど
の
支
払
い

損
害
賠
償
請
求

第三者行為による負傷で保険証を使う場合の流れ
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町政ニュース

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

65
歳
か
ら
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に

まちの花

　

戦
後
74
年
の
年
に
町
民
の
皆
さ

ま
と
共
に
、
先
の
大
戦
で
犠
牲
に

な
ら
れ
た
方
々
を
心
か
ら
追
悼

し
、
そ
の
尊
い
犠
牲
を
無
に
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
世
界
の
恒
久

平
和
を
願
い
、
戦
没
者
追
悼
式
を

行
い
ま
す
。

▼
期
日　

10
月
30
日
㊌

▼
時
間　

午
後
１
時
30
分
開
場

　
　
　
　

午
後
２
時
開
式

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

町
民
サ
ー
ビ
ス
室

☎
26
・
２
２
４
４
（
直
通
）

戦
没
者
追
悼
式

世
界
の
恒
久
平
和
を
願
う

まちの木

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か
ら

60
歳
に
な
る
ま
で
の
40
年
間
保
険

料
を
納
め
な
け
れ
ば
満
額
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
納
付

済
期
間
が
40
年
間
に
満
た
な
い
場

合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入

し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、
満

額
に
近
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
に
は
、
保
険
料
の
納
付
済

期
間
や
保
険
料
の
免
除
期
間
な
ど

が
原
則
と
し
て
10
年
以
上
必
要
で

す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本

国
籍
を
持
つ
人
も
、
任
意
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９
（
直
通
）

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７
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